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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　かご枠を備えた乗りかごとつり合いおもりとが釣瓶式に昇降路内を昇降するように乗り
かごプーリ及びつり合いおもりプーリに巻き掛けられるとともに、前記乗りかごの昇降を
案内する乗りかご用ガイドレールの頂部に固定される乗りかご側プーリビームと前記つり
合いおもりの昇降を案内するつり合いおもり用ガイドレールの頂部に固定されるつり合い
おもり側プーリビームとから構成された頂部ビーム構造体に設けられた転向プーリに巻き
掛けられるエレベーター用主ロープのロープ掛け方法において、
　前記転向プーリが取り付けられた前記頂部ビーム構造体を、昇降路頂部の正規取付高さ
位置よりも下方に位置させた状態とし、その後前記乗りかご側プーリビームを昇降路頂部
の正規取付高さ位置まで吊り上げて、その正規取付高さ位置で、前記乗りかご用ガイドレ
ールの頂部に固定し、前記かご枠を最上階まで移動させて、前記つり合いおもり側プーリ
ビームを昇降路頂部の正規取付高さ位置よりも下方に位置させた状態で、前記乗りかごプ
ーリ、前記つり合いおもりプーリ及び前記転向プーリのそれぞれに、エレベーター用主ロ
ープを巻き掛けし、前記主ロープの他端側を連結しない状態で前記つり合いおもり側プー
リビームを、昇降路頂部の正規取付高さ位置まで吊り上げて、その正規取付高さ位置で、
前記つり合いおもり側プーリビームを前記つり合いおもり用ガイドレールの頂部に固定す
るようにしたことを特徴とするエレベーター用主ロープのロープ掛け方法。
【請求項２】
　前記頂部ビーム構造体の吊り上げを、前記乗りかご用ガイドレール若しくは前記つり合
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いおもり用ガイドレールの頂部に設けられる小型揚重装置を用いて行うことを特徴とする
請求項１記載のエレベーター用主ロープのロープ掛け方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、エレベーター用主ロープのロープ掛け方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、機械室のないエレベーター、いわゆる、機械室レスエレベーターが、多数、設置
されるようになってきた。その機械室レスエレベーターにおける主ロープのロープ掛けは
、乗りかご若しくはつり合いおもりの昇降を案内するガイドレールの頂部に頂部ビーム構
造体を設け、この頂部ビーム構造体に設けた転向プーリ、乗りかごに設けた乗りかごプー
リ及びつり合いおもりに設けたつり合いおもりプーリの３つのプーリに、巻き掛けること
によって行われていた。そして、頂部ビーム構造体(巻上機支持梁)は、昇降路内に設置さ
れた複数のガイドレールの上端部にそれぞれ取り付けられる複数の取り付け部材（上部サ
ポート体）と、これらの取り付け部材に支持されてそれぞれ上下方向の位置が調整可能な
複数の支持台（ビーム受け台）とによって、ガイドレールの頂部に支持するようにしたも
のが提案されている（例えば、特許文献１参照）。
【特許文献１】特開２００１－１７１９５４公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、機械室レスエレベーターでは、昇降路の長さを短くするために、上述し
た特開２００１－１７１９５４号公報に記載されているように、頂部ビーム構造体と昇降
路頂部との間の間隙寸法を、極力小さく設定するようにしている。そのために、頂部ビー
ム構造体に設けた転向プーリに、エレベーター用主ロープを巻き掛ける作業を行うのに十
分な作業スペースを確保することができないので、エレベーター用主ロープを巻き掛ける
作業を円滑に行うことができないという問題があった。
【０００４】
　本発明は、上述した問題点を解決するためになされたもので、その目的は、転向プーリ
にエレベーター用主ロープを巻き掛ける作業を円滑に行えるエレベーター用主ロープのロ
ープ掛け方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記目的を達成するために、本発明は、かご枠を備えた乗りかごとつり合いおもりとが
釣瓶式に昇降路内を昇降するように乗りかごプーリ及びつり合いおもりプーリに巻き掛け
られるとともに、前記乗りかごの昇降を案内する乗りかご用ガイドレールの頂部に固定さ
れる乗りかご側プーリビームと前記つり合いおもりの昇降を案内するつり合いおもり用ガ
イドレールの頂部に固定されるつり合いおもり側プーリビームとから構成された頂部ビー
ム構造体に設けられた転向プーリに巻き掛けられるエレベーター用主ロープのロープ掛け
方法において、前記転向プーリが取り付けられた前記頂部ビーム構造体を、昇降路頂部の
正規取付高さ位置よりも下方に位置させた状態とし、その後前記乗りかご側プーリビーム
を昇降路頂部の正規取付高さ位置まで吊り上げて、その正規取付高さ位置で、前記乗りか
ご用ガイドレールの頂部に固定し、前記かご枠を最上階まで移動させて、前記つり合いお
もり側プーリビームを昇降路頂部の正規取付高さ位置よりも下方に位置させた状態で、前
記乗りかごプーリ、前記つり合いおもりプーリ及び前記転向プーリのそれぞれに、エレベ
ーター用主ロープを巻き掛けし、前記主ロープの他端側を連結しない状態で前記つり合い
おもり側プーリビームを、昇降路頂部の正規取付高さ位置まで吊り上げて、その正規取付
高さ位置で、前記つり合いおもり側プーリビームを前記つり合いおもり用ガイドレールの
頂部に固定するようにしたことを特徴としている。
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【０００６】
　さらに、本発明は、前記頂部ビーム構造体の吊り上げを、前記乗りかご用ガイドレール
若しくは前記つり合いおもり用ガイドレールの頂部に設けられる小型揚重装置を用いて行
うことを特徴としている。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、機械室レスエレベーターであっても、エレベーター用主ロープを巻き
掛ける作業スペースを簡単に確保することができて、転向プーリへのエレベーター用主ロ
ープのロープ掛け作業を効率よく行うことのできるエレベーター用主ロープのロープ掛け
方法が得られる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　以下、本発明に係るエレベーター用主ロープのロープ掛け方法の一実施形態を、図１～
図１０に、基づいて説明する。図１は、本発明の一実施形態のロープ掛け方法で、エレベ
ーター用主ロープのロープ掛け作業が完了した状態を示すエレベーターの昇降路内の要部
斜視図である。図２は、本発明の一実施形態に係り、頂部ビーム構造体を昇降路頂部の正
規取付高さ位置まで吊り上げる前の状態を示すエレベーターの昇降路内の要部斜視図であ
る。図３は、本発明の一実施形態に係り、乗りかご側プーリビームを昇降路頂部の正規取
付高さ位置まで吊り上げた状態を示すエレベーターの昇降路内の要部斜視図である。図４
は、本発明の一実施形態に係り、乗りかご側プーリビーム及びつり合いおもり側プーリビ
ームを昇降路頂部の正規取付高さ位置まで吊り上げた状態を示すエレベーターの昇降路内
の要部斜視図である。図５は、つり合いおもり用ガイドレール頂部に小型揚重装置を付け
替えた状態での図３の矢印Ｐ１方向から見た要部側面図である。図６は、図４の矢印Ｐ２
方向から見た要部側面図である。図７は、本発明の一実施形態に係り、エレベーター用主
ロープのロープ掛け作業において、乗りかご枠及ぶつり合いおもり枠を搬入した状態を示
すエレベーターの昇降路内説明図である。図８は、本発明の一実施形態に係り、エレベー
ター用主ロープのロープ掛け作業において、乗りかご枠を乗りかご用ガイドレールの上部
まで揚重した状態を示すエレベーターの昇降路内説明図である。図９は、本発明の一実施
形態に係り、エレベーター用主ロープのロープ掛け作業において、エレベーター用主ロー
プのロープ掛け作業が完了した状態を示すエレベーターの昇降路内説明図である。図１０
は、本発明の一実施形態のロープ掛け方法に係るフローチャートである。
【００１０】
　図１に示すエレベーター１は、本発明の一実施形態のロープ掛け方法で、エレベーター
用主ロープ２（以下、主ロープ２と称する）のロープ掛け作業が行われたものであって、
昇降路Ａ内に立設した一対の乗りかご用ガイドレール３、３Ａと、この乗りかご用ガイド
レール３、３Ａに対向して昇降路内に立設した一対のつり合いおもり用ガイドレール４、
４Ａと、一対の乗りかご用ガイドレール３、３Ａに案内されて昇降する２点鎖線で示す乗
りかご５と、一対のつり合いおもり用ガイドレール４、４Ａに案内されて昇降するつり合
いおもり（Ｃｗｔ）６、乗りかご５に設けられた乗りかごプーリ７、７Ａと、つり合いお
もり６に設けたつり合いおもり用プーリ８と、乗りかご用ガイドレール３、３Ａ及びつり
合いおもり用ガイドレール４、４Ａの頂部に設けた頂部ビーム構造体９と、この頂部ビー
ム構造体９に取り付けた転向プーリ１０、１０Ａ、１０Ｂ、１０Ｃ、１１、１１Ａと、頂
部ビーム構造体９に取り付けた巻上機（マシン）１２と、乗りかご用ガイドレール３、３
Ａ及びつり合いおもり用ガイドレール４、４Ａのそれぞれに設けられたビーム受け台１３
と、乗りかご用ガイドレール３、３Ａ及びつり合いおもり用ガイドレール４、４Ａのそれ
ぞれの頂部に設けられた上部サポート体１４を、備えている。乗りかごプーリ７は、乗り
かご５の側面下部に配設されている。乗りかごプーリ７Ａは、乗りかご５の上面に配設さ
れている。つり合いおもり用プーリ８は、つり合いおもり６の上端面に配設されている。
【００１１】
　頂部ビーム構造体９は、乗りかご用ガイドレール３、３Ａの頂部側に固定される鋼材製
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の乗りかご側プーリビーム１５と、つり合いおもり用ガイドレールル４、４Ａの頂部側に
固定される鋼材製のつり合いおもり側プーリビーム１６とから構成されている。乗りかご
側プーリビーム１５は、一対の乗りかご用ガイドレール３、３Ａに横に渡すように設ける
横設部１５Ａと、この横設部１５Ａからつり合いおもり用ガイドレールル４、４Ａ側に向
って延びる延在部１５Ｂとからなっている。乗りかご側プーリビーム１５の横設部１５Ａ
には、転向プーリ１０、１０Ａが並んで設けられている。乗りかご側プーリビーム１５の
延在部１５Ｂには、転向プーリ１０Ｂ、１０Ｃが並んで設けられている。つり合いおもり
側プーリビーム１６には、転向プーリ１１、巻上機（マシン）１２及び転向プーリ１１Ａ
が並んで設けられている。
【００１２】
　主ロープ２は、図１に示すように、一端側を乗りかご側固定部１７に連結した後、その
主ロープ２を、乗りかごプーリ７―転向プーリ１０―転向プーリ１０Ａ―乗りかごプーリ
７Ａ―転向プーリ１０Ｂ―転向プーリ１０Ｃ―転向プーリ１１―巻上機（マシン）１２―
つり合いおもり用プーリ８―転向プーリ１１Ａの順に巻き掛け、その後、主ロープ２の他
端側を、つり合いおもり側固定部１８に連結することにより、取り付けられるようにして
ある。乗りかご側固定部１７は、乗りかご５の下面に配設されている。つり合いおもり側
固定部１８は、つり合いおもり６の上端面に配設されている。
【００１３】
乗りかご用ガイドレール３、３Ａ若しくはつり合いおもり用ガイドレール４、４Ａのそれ
ぞれの頂部に設けられた上部サポート体１４は、図５及び図６に示すように、上部サポー
ト体１４の荷重が乗りかご用ガイドレール３、３Ａ若しくはつり合いおもり用ガイドレー
ル４、４Ａの上端面で受けられるように、乗りかご用ガイドレール３、３Ａ若しくはつり
合いおもり用ガイドレール４、４Ａの上端面に当接させてある。上部サポート体１４には
、乗りかご用ガイドレール３、３Ａ若しくはつり合いおもり用ガイドレール４、４Ａと平
行に延びる２本の吊りロッド１９が連結されている。
【００１４】
　吊りロッド１９の上端側には、図５及び図６に示すように、上部サポート体１４を貫通
する連結用螺子部が設けられ、この上部サポート体１４に連結ナット２０が螺合されてい
る。吊りロッド１９の下端側には、図５及び図６に示すように、ビーム受け台１３を貫通
する位置調整用螺子部が設けられ、この位置調整用螺子部にビーム受け台１３を支持する
支持ナット２１が螺合されている。ビーム受け台１３及び上部サポート体１４は、レール
クリップなどにより、乗りかご用ガイドレール３、３Ａ若しくはつり合いおもり用ガイド
レール４、４Ａに締結するようにしてある。
【００１５】
　乗りかご側プーリビーム１５とつり合いおもり側プーリビーム１６とから構成される頂
部ビーム構造体９は、図２に示すように、昇降路頂部の正規取付高さ位置よりも下方に位
置させて置き、その後、頂部ビーム構造体９の乗りかご側プーリビーム１５側を、図３に
示すように、乗りかご用ガイドレール３、３Ａの頂部側に設置した小型揚重装置２２によ
り昇降路頂部の正規取付高さ位置に吊り上げてその位置で固定し、さらに、その後、頂部
ビーム構造体９のつり合いおもり側プーリビーム１６側を、図４に示すように、乗りかご
用ガイドレール３、３Ａの頂部側からつり合いおもり用ガイドレール４、４Ａの頂部側に
付け替えた小型揚重装置２２により昇降路頂部の正規取付高さ位置に吊り上げてその位置
で固定するようにしてある。なお、ここで、昇降路頂部の正規取付高さ位置とは、頂部ビ
ーム構造体９に取り付けられる巻上機（マシン）１２や転向プーリ１０、１０Ａ、１０Ｂ
、１０Ｃ、１１、１１Ａなどの機器が昇降路Ａの頂部に干渉されることのない最上高さ位
置をいう。
【００１６】
　次に、エレベーター用主ロープのロープ掛け方法を、図２～図１０を用いて、詳説する
。
【００１７】
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　まず、図２に示すように　上部サポート体１４を乗りかご用ガイドレール３、３Ａ若し
くはつり合いおもり用ガイドレール４、４Ａのそれぞれの頂部に取り付けるとともに、ビ
ーム受け台１３を乗りかご用ガイドレール３、３Ａ若しくはつり合いおもり用ガイドレー
ル４、４Ａのそれぞれに取り付ける。なお、ビーム受け台１３の取付位置は、乗りかご側
プーリビーム１５及びつり合いおもり側プーリビーム１６とからなる頂部ビーム構造体９
が、昇降路頂部の正規取付高さ位置よりも下方であって、転向プーリ１０、１０Ａ、１０
Ｂ、１０Ｃ、１１、１１Ａに主ロープ２を巻き掛けるための作業スペースを、十分に確保
できる位置としてある。
【００１８】
　次いで、図２に示すように、乗りかご用ガイドレール３、３Ａの頂部のそれぞれにチェ
ーブロックなどからなる小型揚重装置２２を設置するとともに、頂部ビーム構造体９を構
成するビーム受け台１３に乗りかご側プーリビーム１５及びつり合いおもり側プーリビー
ム(Ｃｗｔ側プーリビーム)１６をビーム受け台１３に載置する。その後、つり合いおもり
側プーリビーム１６に巻上機（マシン）１２を取り付ける。
【００１９】
　次いで、図１０のステップＳ１及び図３に示すように、乗りかご側プーリビーム１５が
昇降路頂部の正規取付高さ位置となるように、小型揚重装置２２を用いて、かつ、吊りロ
ッド１９により案内させながら、乗りかご側プーリビーム１５及びビーム受け台１３を吊
り上げた後、その位置で、吊りロッド１９などの各部を締結することによって、乗りかご
側プーリビーム１５及びビーム受け台１３を固定する。
【００２０】
　次いで、図１０のステップＳ２に示すように、乗りかご用ガイドレール３、３Ａの頂部
側に設置した小型揚重装置２２を、つり合いおもり用ガイドレール４、４Ａの頂部側に付
け替えて、その小型揚重装置２２のフックを、つり合いおもり側プーリビーム１６の吊り
点に装着する。
【００２１】
　次いで、図１０のステップＳ３に示すように、乗りかご５のかご枠２３を吊る上げるた
めのかご枠用揚重装置２４を、昇降路内足場を利用して昇降路頂部の固定した後、その昇
降路内足場を解体する。
【００２２】
　次いで、図１０のステップＳ４及び図７に示すように、乗りかご５のかご枠２３及びつ
り合いおもり６のつり合いおもり枠２４を、昇降路Ａ内に搬入した後、かご枠用足場２５
及びピット用足場２６を利用して、組立固定する。
【００２３】
　次いで、図１０のステップＳ５に示すように、乗りかご５のかご枠２３の下面に位置す
る乗りかご側固定部１７に、主ロープ２の一端側を連結するとともに、主ロープ用巻きド
ラム２７を、乗りかご５のかご枠２３床面に載せた後、そのかご枠２３をかご枠用揚重装
置２８によって、図８に示すように、エレベーター１の最上階まで移動（揚重）させる。
【００２４】
　次いで、図１０のステップＳ６及び図８に示すように、乗りかごプーリ７―転向プーリ
１０―転向プーリ１０Ａ―乗りかごプーリ７Ａ―転向プーリ１０Ｂ―転向プーリ１０Ｃ―
転向プーリ１１―巻上機（マシン）１２―つり合いおもり用プーリ８―転向プーリ１１Ａ
の順に巻き掛け作業（ロープ掛け作業）を行い、主ロープ２の他端側をつり合いおもり側
固定部１８に連結しない状態としておく。
【００２５】
　次いで、図１０のステップＳ７及び図９に示すように、つり合いおもり側プーリビーム
１６が昇降路頂部の正規取付高さ位置となるように、つり合いおもり用ガイドレール４、
４Ａの頂部側に付け替えた小型揚重装置２２を用いて、かつ、吊りロッド１９により案内
させながら、つり合いおもり側プーリビーム１６及びビーム受け台１３を吊り上げた後、
その位置で、吊りロッド１９などの各部を締結することによって、つり合いおもり側プー
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リビーム１６及びビーム受け台１３を固定するとともに、つり合いおもり側プーリビーム
１６と乗りかご側プーリビーム１５とを連結固定する。
【００２６】
　最後に、図１０のステップＳ８に示すように、主ロープ２の長さを調整後、その主ロー
プ２の他端側をつり合いおもり側固定部１８に連結固定することによって、主ロープ２の
ロープ掛けを終了させることができる。
【００２７】
　上記実施形態のエレベーター用主ロープのロープ掛け方法によれば、つり合いおもり側
プーリビーム１６を昇降路頂部の正規取付高さ位置よりも下方に位置させて作業スペース
を確保した状態で、乗りかごプーリ７、７Ａとつり合いおもり用プーリ８とつり合いおも
り６側の転向プーリ１１、１１Ａに主ロープ２を巻き掛けした後、つり合いおもり側プー
リビーム１６を昇降路頂部の正規取付高さ位置まで吊り上げて、その正規取付高さ位置で
、つり合いおもり側プーリビーム１６を乗りかご用ガイドレール３、３Ａの頂部に固定す
るようにしたので、主ロープ２のロープ掛け作業を効率よく行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】本発明の一実施形態のロープ掛け方法で、エレベーター用主ロープのロープ掛け
作業が完了した状態を示すエレベーターの昇降路内の要部斜視図である。
【図２】本発明の一実施形態に係り、頂部ビーム構造体を昇降路頂部の正規取付高さ位置
まで吊り上げる前の状態を示すエレベーターの昇降路内の要部斜視図である。
【図３】本発明の一実施形態に係り、乗りかご側プーリビームを昇降路頂部の正規取付高
さ位置まで吊り上げた状態を示すエレベーターの昇降路内の要部斜視図である。
【図４】本発明の一実施形態に係り、乗りかご側プーリビーム及びつり合いおもり側プー
リビームを昇降路頂部の正規取付高さ位置まで吊り上げた状態を示すエレベーターの昇降
路内の要部斜視図である。
【図５】つり合いおもり用ガイドレール頂部に小型揚重装置を付け替えた状態での図３の
矢印Ｐ１方向から見た要部側面図である。
【図６】図４の矢印Ｐ２方向から見た要部側面図である。
【図７】本発明の一実施形態に係り、エレベーター用主ロープのロープ掛け作業において
、乗りかご枠及ぶつり合いおもり枠を搬入した状態を示すエレベーターの昇降路内説明図
である。
【図８】本発明の一実施形態に係り、エレベーター用主ロープのロープ掛け作業において
、乗りかご枠を乗りかご用ガイドレールの上部まで揚重した状態を示すエレベーターの昇
降路内説明図である。
【図９】本発明の一実施形態に係り、エレベーター用主ロープのロープ掛け作業において
、エレベーター用主ロープのロープ掛け作業が完了した状態を示すエレベーターの昇降路
内説明図である。
【図１０】本発明の一実施形態のロープ掛け方法に係るフローチャートである。
【符号の説明】
【００３０】
　１　　エレベーター
　２　　エレベーター用主ロープ
　３、３Ａ　一対の乗りかご用ガイドレール
　４、４Ａ　一対のつり合いおもり用ガイドレール
　５　　乗りかご
　６　　つり合いおもり
　７、７Ａ　乗りかごプーリ
　８　　つり合いおもり用プーリ
　９　　頂部ビーム構造体
　１０、１０Ａ、１０Ｂ、１０Ｃ　乗りかご側の転向プーリ
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　１１、１１Ａ　つり合いおもり側の転向プーリ
　１２　巻上機（マシン）
　１３　ビーム受け台
　１４　上部サポート体
　１５　乗りかご側プーリビーム
　１５Ａ　横設部
　１５Ｂ　延在部
　１６　つり合いおもり側プーリビーム
　１７　乗りかご側固定部
　１８　つり合いおもり側固定部
　１９　吊りロッド
　２０　連結ナット
　２１　支持ナット
　２２　小型揚重装置
　２３　かご枠
　２４　つり合いおもり枠
　２５　かご枠用足場
　２６　ピット用足場
　２７　主ロープ用巻きドラム
　２８　かご枠用揚重装置

【図１】 【図２】
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